
  

第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第一節  児童福祉機関の活動状況
一  児童相談所

従来、児童相談所の業務は、要保護児童を児童福祉施設へ入所させる措置などのために必要な調査、判
定などの業務が主であつたが、最近は、一般家庭における児童の健全育成のための指導業務がしだいに
増加するようになつてきている(第四-一図参照)。

第4-1図 児童相談所の種類別処理件数

第三八回国会における児童福祉法の一部改正に際して、従来、児童相談所の業務としては調査および判
定に付随して行なわれることとなつていた指導業務が児童相談所の独立した業務として明確に規定され
たのも、このような事情を背景にしてのことである。受け付けた相談の種類について、要保護児童につ
いて施設に収容するか、どうかの相談ケースが全体に占める比重は、第四-一表のとおりで、健全育成相
談がより大きなウエイトを占めてきている。また、経路別の受付件数をみても、第四-二図のとおり、家
族、親せきによるものがしだいに大きくなつている。

第4-1表 児童相談所の相談種類別および年齢区分別受付件数
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第4-2図 児童相談所の経路別および年齢別受付件数

児童相談所の業務量がこのように増大し、業務内容が複雑化してきているのに対し児童相談所の整備状
況は、必ずしも満足すべきものではない。全国でわずか一二四か所を数えるのみで、保健所や福祉事務
所の人口一〇万単位一か所という基準にはるかに及ばない。しかも、規模が小さくその機能を営むこと
が事実上困難な弱体相談所がその三分の一も占め、激発する少年非行にもなかなか対処できない状態で
ある。しかも、児童相談所におかれている職員の数は、昭和三六年五月現在で二、一二一人にすぎず、
専門のケースワーカーである児童福祉司についてみても、全国で五三七人、定員充足率は六四・五%と
いう低い状態で職員の充実が強く望まれている。児童相談所の新設、格上げが早急に行なわれなければ
ならないことはいうまでもないが、このような児童相談所網の整備の遅れを補うためには、とりあえず
要望の高い市部についてだけでも、福祉事務所に児童相談室を設け、児童相談機能の強化を図ることを
望む声が最近とくに高まつている。
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第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第一節  児童福祉機関の活動状況
二  福祉事務所、保健所および児童委員

児童福祉行政の第一線の機関としては、児童相談所のほかに福祉事務所と保健所を忘れてはならない。
昭和三五年度における活動状況は、第四-二表と第四-三表にあげるとおりである。しかしながら、両者と
も主たる業務である生活保護、結核予防などの業務に職員をさかれ、児童福祉の面にまではじゆうぶん
手が回りかねる状況で、これを打開するためには、なんらかの施策が必要とされている。

第4-2表 福祉事務所種類別処理件数(35年度)

第4-3表 妊産婦および乳幼児保健指導件数(35年)

児童福祉行政を側面から援助する民間協力者である児童委員は、民生委員をもつてあてられることとな
つているが、三六年八月末現在でのその数は一二万四、九七四人となつている。
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第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第二節  母と子の健康
一  健康状態
(一)  乳児死亡率

生後一年未満の乳児の死亡率は、昭和三五年には出生一、〇〇〇対三〇・七となり、前年の三三・七か
らさらに低下した。もちろん諸外国の乳児死亡率と比較すると、なお改善の余地があり、ことに、地域
別に観察してみると、東北、北陸地方の乳児死亡率は、三〇年前後の全国乳児死亡率の状態に足ぶみを
しており、今後の乳児対策の重点がこれらの地域に振り向けられなければならないことが暗示されてい
る。また、乳児死亡を生存期間別にみてみると、第四-四表のとおりとなつており、生後日の浅い新生児
の死亡数は、乳児死亡中六割弱を占め、出生後の期間の長い乳児の死亡率の改善の跡が著しいことは対
照的である。次に、乳児の死亡原因については、依然として未熟児など新生児固有の疾患と肺炎と下痢
腸炎とで乳児死亡総数の約四分の三を占め、なかでも新生児固有の疾患による死亡は、乳児死亡の三分
の一強にのばり、妊産婦対策、新生児対策の強化こそ乳児死亡率低下への直接のかぎとなるものである
ことを物語つている。なお、先天奇形と不慮の事故が戦前と比べて増加していることは注目すべきこと
である。

第4-4表 生存期間別乳幼児死亡率の年次推移
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第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第二節  母と子の健康
一  健康状態
(二)  妊産婦の健康状態

出産一万対妊産婦死亡率は、乳児死亡率が著しく改善の跡を示したことに比較すれば、その改善の歩み
はきわめて遅々としている。妊娠、分べん、産じよく中の母体の健康が、生まれてくる児童の健康のみ
ならず、その人格形成にまで大きく影響することを考えるとき、妊産婦対策を一層充実し、諸外国に比
して著しく劣る高率の妊産婦死亡率を低下させることに努める必要を痛感する。妊産婦の死亡原因の大
半は第四-三図に示すとおり妊娠中毒症、分べんに伴う出血、子宮外妊娠で占められている。注目すべき
ことは、従来非常に多かつた産じよく熱による死亡が戦後激減し、これに代つて子宮外妊娠による死亡
が増加したことである。妊娠中毒症と出血による死亡はこれに対する施策の強化でじゆうぶん減少が期
待できる死因であるので、その対策の強化がまたれている。

第4-3図 死因別妊産婦死亡の年次推移
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第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第二節  母と子の健康
一  健康状態
(三)  その他

分べん時の異常な事故に対処するためには、病院、助産所などの施設で、医師、助産婦などの立ち会い
の下に出産が行なわれることが望ましい。戦後、医療施設内で出生する割合は、第四-五表のとおり年々
増加する一方で、昭和三五年には出生総数中実に四割が医療施設内で占められているが、問題は、市部
と郡部との間になお相当の開きがあることである。次に、乳幼児の健康状態を判定するための一つの資
料として、乳幼児の身体の発育の状態をみてみよう。従来その標準としていた指標としては、二五年に
厚生省で定めた基準値が用いられてきた。しかしながら、戦後の、食糧事情がなお悪かつた二五年当時
の数値を現在そのまま用いることに無理が生じてきたので、三五年五月に全国にわたつて乳幼児の身体
発育に関する調査が行なわれ、この調査結果に基づいて新しい乳幼児身体発育値が定められた(付表二
一参照)。二五年発育値と比較して注目されることは、(1)全般的に乳幼児の発育がよくなつていること、
(2)ことに、栄養状態を最もよく反映する体重においては、一歳未満の乳児で三%から八%、一歳児で
六%前後、それ以上の幼児で二%から五%の増加を見せていること、(3)全体として発育が非常に早くな
つていることなどであり、今後乳幼児の保健指導の基礎資料などに役だつところが大きい。

第4-5表 医療施設の内外別出生割合の年次推移

最後に、幼児死亡の状況をみてみよう。乳児死亡率と同様に、戦後の幼児死亡率低下の状況は目ざまし
いものがあるが、それでも欧米諸国のそれと比較するとき、未だしの感が深い(第四-六表参照)。幼児死
因のおもなものは、「不慮の事故」、「肺炎」、「胃腸炎」、「赤痢」である。このうち、消化器疾患
と肺炎については、相当の改善がなされているが、不慮の事故による死亡がほとんど減少していないこ
とについては、幼児の保育上の注意が両親のみならず社会的に不足していることによるものと考えるべ
きであろうか。

第4-6表 1歳から4歳までの主要死因別死亡数及び率
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第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第二節  母と子の健康
二  母子保健対策

妊産婦と乳幼児に対する保健指導を担任する機関として、保健所と市町村がある。その活動状況は、第
四-七表 と第四-八表に示すとおりであるが、母子衛生活動を地域社会にじゆうぶん浸透させるために
は、現在のような広範な地域を管轄する保健所によつて行なうよりは、むしろ住民の日常生活により直
結した市町村が直接保健所の指導の下に行なつた方が徹底するものと考えられる。この点からいつて、
保健所業務の一部を市町村に移管することを真剣に検討しなければならない時期に到達しているといえ
よう。

昭和三六年度からは、従来から久しく望まれてきた三歳児に対する健康診査と、新生児に対する訪問指
導が実施の運びとなり、児童福祉法による施設への入所措置、医療の給付措置などを行なうについて、
対象児の早期発見、早期治療が可能となり、母子衛生行政は一歩前進することとなつた。三六年度予算
では、約三、〇〇〇万円(三分の一補助)が計上され、第三八回国会でこのための児童福祉法の一部改正法
が成立した。

第4-7表 妊産婦保健指導件数

第4-8表 乳幼児保健指導件数

三歳児の健康診査の目的は非常に多角的で、内容も複雑であるが、身体の発育状態、聴覚、視覚の異
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常、背柱の形態、運動機能に重点を置くものとし、新生児の訪問指導については、母乳栄養、人工栄
養、保温、疾病の早期発見などに注意することとなつている。

未熟児(体重二、五〇〇グラム以下の乳児)対策は、三三年度来行なわれてきたが、その実施状況は第四-
九表 のとおりで、全新生児死亡中未熟児が実に六割を占める現状ではその対策を一段と強化する必要が
ある。

第4-9表 出生時の体重別の未熟児届出数,養育指導人員および簡易保育器貸出状況

妊産婦に対する保健指導は、従来からその必要性が叫ばれていたにもかかわらず、ほとんどみるべきも
のがなかつたが、さきにも述べたようにその健康の状況は座してこれを待つことはできないような悪い
状態になつている。妊産婦の登録管理の制度を新設し、栄養補給を行ない、妊娠中毒症にかかつている
妊婦に対して訪問指導をし、医療を行なうなどの抜本的対策を講ずる必要がある。

このほか、出産時の思わぬ事故を防ぐために、施設外分べんの解消を図ることが必要であるが、そのた
めには医療機関に恵まれない農山村を中心に早急に母子健康センターを増設する必要がある。その設置
状況は第四-一〇表のとおりとなつている。助産設備と産婦室を有し、妊産婦、乳幼児の健康相談室、栄
養指導室、受胎調節指導室、集会室などをも備え、保健所、開業医師、歯科医師、助産婦などの協力を
得て運営される母子健康センターが地域の母子衛生の向上に果たす役割は、はかりしれぬものがあると
いつてよい。

第4-10表 母子健康センターの設置状況

最後に、家族計画について簡単にふれてみよう。家族計画は、計画的な受胎調節による家族設計をいう
のであるが、わが国では、出産抑制の手段として人工妊娠中絶がひん繁に行なわれ、ために母体の健康
が著しくそこなわれている実情にある(付表二二参照)。受胎調節による正しい家族計画を普及するための
啓発活動、集団指導、個別指導が強く望まれるゆえんである。三五年度の指導実績によれば、被保護者
約四万人、低所得者二六万人に対し、器具や薬品の無料または実費の半額での配布が行なわれた。
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第四章  児童福祉と母子福祉
第三節  児童の健全育成

児童の健全育成については、従来学校における対策が強調されてきたが、これに比して、家庭および社
会における対策については、軽んじられている傾向があつた。しかしながら、戦後の家庭生活の変化は
児童の育成に種々の問題を生ずると同時に、社会生活が複雑し、高度化するにつれて、社会が児童の健
全な育成を助長し、あるいは阻止するなどその及ぼす影響は非常に大きくなつてきている。健全育成対
策は、このように複雑化し、高度化する家庭および社会を背景として、児童をとりまく健全な環境を作
り出し、その育成を図るための施策である。

児童福祉行政の面から現在とられている施策のおもなものをあげてみると、(1)児童文化財対策、(2)児童
遊園、児童館などの児童厚生施設の整備、(3)子供会、母親クラブなどの地域組織活動の強化などがある
が、これらの健全育成対策にふれるまえに、まずその背景となつている少年非行の現状と交通事故など
の社会的原因による児童の死亡などについてながめてみよう。
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第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第三節  児童の健全育成
一  健全育成対策の背景

戦後の少年犯罪の傾向を犯罪統計書(警察庁)によつてみると、第四-四図のとおりで、少年刑法犯検挙人
員の人口一、〇〇〇人に対する割合(犯罪率)は成人のそれよりも高く、しかも成人のそれが昭和二五年以
降下降線をたどつているのに対し、二六年から二九年までの期間を除くと絶えず上向きになつている。

第4-4図 少年、成人別刑法犯検挙率(21～35年)

三五年には少年人口、一〇〇〇人に対して一三・七人という犯罪率を示し、戦後最高の率となつた。

この犯罪少年をさらに年齢別に分けてみたものが、第四-一一表で、これによると年少々年(一五歳、一四
歳)の三五年の犯罪率は一一・四人で、年長少年(一九歳、一八歳)の一六・一人、中間少年(一七歳、一六
歳)の一三・二人よりは低いものの、二九年を一〇〇とした場合の指数は、一八七と最も高く、容易なら
ぬ事態を暗示している。次に、主要罪名別に総検挙人員に占める少年刑法犯の比率をみてみると、第四-
一二表のとおりで、少年はごうかん五二・四%、きようかつ五四・〇%、強盗四七・六%と驚くべき比率
を示している。

第4-11表 年齢段階別少年刑法犯の推移
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第4-12表 主要罪種別刑法犯検挙人員中の少年検挙人員と率(35年)

少年刑法犯の生活程度をみると、第四-一三表のとおりとなり、傾向的には中以上の家庭の少年がかすか
ながらも増加しており、問題の根の深さが感じられる。

第4-13表 刑法犯少年生活状態別推移
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また、喫煙、盛り場はいかい、不健全娯楽、飲酒、不純異性交遊などの行為で補導された少年数は、三
五年で八四万人余りにのぼり、三〇年の実に二倍以上に達し、刑法犯検挙人員の場合と同じく、一四歳
未満の少年が激増している。

次に、事故を死亡統計からながめると、一五歳から一九歳では交通事故、水死などによる不慮の事故、
自殺で一位、二位が占められており、明るい社会環境を作りあげることが切に要望される。特に自殺に
ついては、「えん世により」、「失恋して」、「将来のことを苦慮して」が多く、健全育成対策を一段
と強化し、社会環境の調整を図る必要がある(第四-一四表参照)。

第4-14表 自殺者(既遂・未遂)原因別調
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第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第三節  児童の健全育成
二  健全育成対策

広範な少年非行、激発する児童の事故を目前にして、今日ほど児童の健全育成対策の強化が要請されて
いるときはないといえよう。しかも、家庭および社会に多くの問題を生じている現状においては、家庭
に対する助言指導によりその役割を強化せしめるとともに地域社会の果たす役割を重視することが必要
となつてきている。この意味で、さきに述べた児童相談所の機能強化と並んで、児童福祉のための地域
組織活動の強化や、地域社会を単位に設置される児童遊園、児童館の設置、不良文化財の追放運動など
が重要な問題となつてくる。以下、順次簡単にふれてみよう。

家庭における児童を近隣の人々の暖かい愛情で健やかに育てようとする地域活動としては、児童を中心
とする子供会、児童の指導、援助にあたる成人の組織活動である母親クラブ、児童指導班などがあり、
その結成状況は、第四-一五表のとおりで、ここ数年の伸びは目ざましいものがある。三五年度からはこ
れらの地域活動を一層強化するため、その指導者の養成に国が乗り出すこととなり、都道府県が行なう
指導者養成事業に対し総額二、〇〇〇万円の国庫補助制度が開始の運びとなつた。三六年度予算でも同
じく二、〇〇〇万円が計上されている。

第4-15表 地域児童育成組織の概況

次に、児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、また、情操を豊かにする児童遊園、児童館の設
置状況をみると、 第四-一六表に示すとおりとなつている。これらの児童厚生施設は、単なる遊び場の提
供だけでなく、児童の健康な遊びを指導するとともに、地域社会と結びついて活動する児童厚生員を置
くことによつて地域組織活動を強化し、永続させる機能をもつ施設であつて、児童の健全育成対策を推
進するうえに不可欠のものである。児童遊園は、広場、ブランコ、砂場、滑り台などを備え、盛り場、
小住宅密集地域、交通ひん繁な地域などの不健全な環境から児童をまもるとともに児童の健全な野外活
動施設となつている。三三年度以来国庫補助措置が講ぜられており、飛躍的な発展をみせている。児童
館は、集会室、遊ぎ室、図書室などを備え、特に、不良環境地区で渇望されている。児童遊園とは異な
り、いまだ国家的助成措置が講ぜられておらず、今後の発展のため、国庫補助制度の確立が強く要望さ
れている。

第4-16表 児童厚生施設の現状
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いわゆる子供の国、正確には中央児童厚生施設は、東京都町田市と横浜市にまたがる広大な地域に設置
されることが三六年五年に決定され、現在その基礎的な工事を着工を始めたところである。

児童の人格形成に大きな役割を果たす出版物、映画、演劇、がん具、音楽などの文化財については、戦
後、俗悪なもの、或いは性的刺戟の強いものがはんらんし、児童福祉の立場から目をひそめざるを得な
いものが少なくない。児童を非行に誘うおそれのあるこうした不良文化財から児童をまもり、優良な文
化財をひろく世に紹介するため、二四年以来中央児童福祉審議会は出版物、映画、紙しばい、幻燈画、
演劇のうち優良なものについて推せんを行なつてきた。また、都道府県の児童福祉審議会では、それぞ
れの地方の実情に即して性的な刺激の強い雑誌、週刊紙、シヨー、映画、危険ながん具などにつき、出
版業者、興行業者、販売業者などに対し、しばしば自しゆくの勧告を行なつている。中央児童福祉審議
会の文化財推せん状況は第四-一七表のとおりである。

第4-17表 中央児童福祉審議会推せん文化財
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第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第四節  要保護児童に対する施策

両親をなくしたり、身体に障害があつたり、あやまちを犯した児童など(要保護児童)に対する施策として
は、大別して(1)児童福祉施設への収容、(2)里親など篤志家への委託、(3)障害の除去または治療のための
医療の給付がある。
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第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第四節  要保護児童に対する施策
一  児童福祉施設

児童福祉施設の数およびそこに入所している児童数は、昭和三六年五月現在、第四-一八表のとおりであ
る。以下、主要な施設について順次述べていこう。

第4-18表 児童福祉施設設置状況調

し体不自由児施設

小児まひのため、あるいは先天性股関節脱臼などのためし体が不自由になつている児童を収容する施設
としてし体不自由児施設がある。整形外科、教育、職能指導という三つの機能をもつており、比較的長
期の治療を必要とする児童が収容されている。昭和二九年の文部省「し体不自由児実態調査」から推計
したし体不自由児数二三万四、〇〇〇人と比較して施設数はきわめて貧弱である。これを増設すべきこ
とはいうまでもないが、今後の問題としては、重症児童専門の施設の設立に対する要望が非常に強く、
これをなんらかの形で解決しなければならないであろうことを付記しておこう。また、ごく軽度のし体
不自由児に対しては、精神薄弱児の場合と同様に、通園施設による保護を考えなければならない。

保育所

戦後、婦人、ことに既婚婦人の職場に対する進出は目ざましいものがあり、これにつれて保育所は、施

厚生白書（昭和36年度版）



設数にも入所児童数においても急速な伸びを示し、第四-五図のとおり昭和二二年児童福祉法制定当時の
一、五〇〇か所は、三五年一二月現在では、実に六倍強九、七八二か所の多きを数えるに至つた。しか
しながら、第四-六図からみても明らかなように、人口一、〇〇〇対保育所定員率は都道府県間に相当の
格差を示している。三六年度からは、入所措置の適正化の要請にこたえるため入所措置基準が実施され
ることとなつた。

第4-5図 保育所の設置状況

第4-6図 道都府県別保育所定員数の率
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山間地、離島などの小地域に対しては、三六年度からへき地保育所の運営費に対する国庫補助制度がは
じまつた。へき地の特殊性から児童福祉法でいう保育所を設けがたいこれらの地域に対しては、今後一
層充実した施策の展開が望まれている。農村などで繁忙期に設置される季節保育所は、三五年度には全
国で九、五〇〇か所を数えている。

次に、乳児保育について簡単にふれてみよう。最近、乳児保育に関する二、三の事故が発生し、急速に
世の注視を浴びてきた。乳児保育については保育所措置児童数中三歳未満の児童の割合が年々増加して
いることで示されるようにその需要はかなり高いものがある。保育に手がかかるために保育単価の引き
上げや保母の定員増加が強く要請されている。

最後に、最近大都市で急速に発達してきた家庭福祉員制度、いわゆる保育ママについてみてみよう。現
在、東京都、大阪市、横浜市、神戸市および大津市で実施されているが、その内容はおおむね、健全な
家庭と豊富な経験を有し、乳児を有しない婦人が自宅を解放し、乳児の保育にあたるというもので、保
育所の不足をカバーする役割を果たしている。保育に要する経費については、地方自治体が一部補助し
ている場合もある。

精神薄弱児施設など

白痴や痴愚の精神薄弱児のうち、かなり程度の重いもの(白痴または痴愚級など)の数は、全国で二八万人
をこすものと推定されている(昭和二九年厚生省「精神衛生実態調査」)が、これを三四年に行なつた精神
薄弱児実態調査から行政指導の必要度別には握すると、第四-一九表のとおりとなる。

第4-19表 措置区分別と精神薄弱の段階別からみた精神薄弱児数とその分布
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在宅指導の対象者については、従来児童福祉司や社会福祉主事による指導によつていたのであるが、定
員すら充足しえない状決で、おまけに他の業務に忙殺される有様でじゆうぶん精神薄弱児にまでは手が
回らなかつた。

家庭における保護を期待できない精神薄弱児については、精神薄弱の段階に応じて精神薄弱児施設への
収容と精神薄弱児通園施設への入所が考えられている。このうち、特に重度の精神薄弱児のためには、
国立秩父学園(定員一二五人)が設置されている。さきに述べた推定の精神薄弱児施設に収容する者一〇万
人強、精神薄弱児通園施設に入所を要する者四万人強と比較した場合精神薄弱児施設定員数は、九、二
〇〇人、精神薄弱児通園施設定員数は一、三〇〇人にすぎない。精神薄弱児のための施設の拡充整備が
叫ばれるゆえんである。

教護院など

教護院は、不良行為をなし、またはなすおそれのある児童のうち一四歳未満の者全部、一四歳以上一八
歳未満の者の一部を収容保護し、健全な日常生活を通じてその性向を改善し、社会復帰を図る施設であ
る。その形態は、職員が児童と起居をともにして指導にあたるものが多い。この家族的な教護方法に
は、長所の反面、いろいろな問題が含まれ、これを補なう意味での精神医学的、心理学的な専門技術の
導入が強く望まれている。

また、少年非行の内容が戦後、特に最近著しく変化したことに伴い教護院の機能に一つの変化が要求さ
れるようになつたことも最近の特徴である。すなわち、女子のための国立教護院(定員一〇〇名)が三六年
度から発足し、また、おおむね一二歳未満の軽度の情緒障害を有する児童を対象として、遊戯療法など
の心理学的治療によりその情緒障害をなおすことを目的とした情緒障害児短期治療施設が児童福祉法の
一部改正によつて児童福祉施設に組み入れられ、また、最近では思春期(主として中学学齢期)児童を対象
とし、グループ指導に重点をおいた大舎制の教護院の整備が強く要望されてきたのも、このような少年
非行の多様性が、教護体系に一つの変化を促した証左であろう。

ここで、情緒障害児短期治療施設について簡単にふれてみよう。最近の少年非行の状況は、単に数の上
で増大しているのみならず、その内容がはなはだしく悪化している。そこで、教護院への収容は、非行
児を対象として、情緒障害児については、児童相談所と児童福祉司の活動のみに期待せざるをえなくな
つてきている。しかしながら、児童相談所の機能が必ずしもじゆうぶんに発揮されておらず、児童福祉
司の数が絶対的に不足している現状では、情緒障害児については、ほとんど野放しのままにされ、その
まま非行児になるおそれが非常に強いというありさまである。情緒障害児の多くは、家庭における人間
関係、特に親子の関係が緊張していること、学校生活に適応しないこと、教師に対する不満などから情
緒の不安定感、劣等感、愛情の不満感などがつのつて反社会的行為にかりたたせられるのであつて、こ
のような環境から生じた心のしこりを心理療法、生活指導を通じて取り除き、精神的安定と社会的適応
性を与えれば、年齢も幼い(一二歳以下を収容の対象とする。)ことなので容易に正常の児童に立ち戻るこ
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とができるというわけで、早期発見、早期治療という観点からこの施設は欠くことのできないものであ
るといつてよい。三六年度においては、とりあえず全国に三か所の情緒障害児短期治療施設を設置し、
情緒障害児を短期入所させ、心理療法、生活指導などを通じて児童の情緒障害を根本的に治療し、社会
的適応性を与えることとした。

重症心身障害児療育施設

重度のし体不自由、盲、ろう、奇形、精神薄弱などの障害を二つ以上あわせもつている重症心身障害児
は、全国におよそ二、三万人いるものと推定されるが、これらの児童については、従来の児童福祉施設
に入所させることは困難であるので、三六年度からはこれらの児童についての治療、教育などの研究を
委託することとし、そのための研究委託費四〇〇万円を予定しており、ここに重症心身障害児対策はよ
うやく緒につくことになつた。
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第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第四節  要保護児童に対する施策
二  里親制度など

家庭に恵まれない児童(養護児童)を児童福祉施設に収容する代わりに、都道府県知事の認定を受けた篤志
家の手許で育てる里親制度は、最近、制度そのものの長所とは逆に、余り伸びていない。昭和三六年七
月末現在の登録里親一万九、〇三七人に対し、現に児童の委託を受けている者の数は、わずか七、六七
一人にすぎない。養子縁組を前提としている里親が多いこと、里親の児童に対する希望条件がむずかし
いこと、国民性がこうした制度になじみにくいことなどいろいろ理由もあろうが、不幸な児童の福祉を
少しでも向上するために、児童が暖かい家庭のふん囲気にふれることができるこの制度の育成には、さ
らに一層の努力がはらわれてしかるべきであろう。

また、義務教育を終了した児童に適当な職業につかせる前段階として、児童を預かり、または通わせて
職業訓練を行なう保護受託者制度については三六年七月現在の登録者数二、四三七人、現に児童の委託
を受けている者は九一人で、これまた最近は状況は余りかんばしくない。
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第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第四節  要保護児童に対する施策
三  医療の給付など

し体不自由児をはじめとする身体障害児に対しては、児童福祉施設への入所のほか保健所による療育相
談、指導、医療費について公費で負担する育成医療の給付、補装具の交付が行なわれている。昭和三五
年度における実施状況は第四-二〇表と第四-二一表に掲げるとおりとなつている。

第4-20表 補装具交付状況

第4-21表 療育相談延べ件数

また、身体発育が未熟のまま出生した未熟児に対しては、その保護者に対する訪問指導、医療について

厚生白書（昭和36年度版）



公費負担する養育医療の給付が行なわれている。三四年度における養育医療の給付件数は三、一七八件
となつている。結核児童については、三四年度以来療養にあわせて学習の援助を行なう療育の給付が行
なわれてきている。その実施の状況は、三四年度(ただし一〇月から実施)は二五三件となつている。しか
しながら、この制度は、従来骨関節結核(カリエス)児童のみを対象としており、その他の結核にかかつて
病床にある多くの児童に対しては、適用がなかつた。三六年度からは、その他の結核児童に対しても、
適切な生活指導のもとに医療と学習をあわせて行なえる体制にある病院を指定して、これを入院させ、
医療を給付するほか、学用品、日用品など学習および療養生活に必要な物を支給することとなり、ここ
に結核児童の福祉は一段と向上することとなつた。
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第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第四節  要保護児童に対する施策
四  児童保護措置費

要保護児童を児童福祉施設に収容する場合の経費は、国が八割、都道府県が二割を負担することになつ
ている。昭和三六年度当初予算では、前年度に比し、二五億九、〇〇〇万円の増額となり、一〇四億
九、〇〇〇万円が計上された。増額の内容をみると、新しく入進学金が認められたほか、収容施設につ
いて飲食物費七一円二七銭が七八円〇八銭に、日常諸費一九円四五銭が二四円三一銭に、保育所につい
て飲食物費一一円一〇銭が一四円八六銭に、日常諸費二円九〇銭が三円四八銭に引き上げられるととも
に、児童福祉施設職員の処遇の改善として、給与べースが七・五%アツプされ、期末手当も一・六月分
が三月分となり、薪炭手当、寒冷地手当が新設された。

また、三六年度補正予算には、物価の上昇、公務員給与のべース・アツプなどを考慮して、児童保護措
置費三億七、〇〇〇万円が追加計上されている。
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第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第五節  母子福祉

1 まず、昭和三五年の厚生行政基礎調査から母子世帯の生活状況などを簡単にながめてみよう。た
だし、ここでいう母子世帯とは一八歳未満の子とその母(一八歳から五九歳)からなる世帯をいう。 

母子世帯の全国推計数は、約四二万四、〇〇〇世帯、これを前年と比べると、三、〇〇〇世帯の減
少となり年々減少の一途をたどつている。

生活保護法の適用を受けている母子世帯の数は、総数の二・八%を占め、一般世帯中被保護世帯の
占める割合一・四%と比べると相当の高率となつているが、昨年と比べてみると絶対数においても
比率においても若干減少している。母子世帯を世帯業態別にみると、第四-二二表のとおりで常用勤
労者世帯が三四・六%を占めている。世帯人員をみると、五一・二%が二人世帯、ついで二七・
六%が三人世帯で、平均世帯人員二・八人(全世帯平均世帯人員四・二人)となつている。有業人員
は一・〇四人で前年に比べてわずかに多い。支出階級別の世帯累積分布をみると、母子世帯は五
七・八%が一万円未満の階級に属している。これに対してその他の世帯は二万円から三万円の間に
集中しており、母子世帯の生活水準の低さがよく判る(第四-二三表参照)。しかしながら、これを前
年の五七・八%に比べるとわずかに向上していることがうかがわれる。 

第4-22表 世帯業態別にみた母子世帯の分布
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第4-23表 支出階級別にみた母子世帯の分布

2 母子世帯の福祉の向上のためには、別に述べる生活保護制度や母子年金制度の充実のほか、「母
子福祉資金の貸付等に関する法律」に基づく母子福祉資金の貸し付け、母子相談員による相談指
導、自営業の奨励、母子福祉センターの設置、母子寮への入所措置、公営住宅への入居措置、課税
免除など各般の対策がとられているが、このほか三六年度から生別母子世帯に対する児童扶養手当
の支給が開始され、母子福祉行政は画期的な飛躍をとげた。死別母子世帯に対しては従来から母子
福祉年金が支給されているが、生別母子世帯については、別れた夫なり父がその扶養の責めに応ず
べきものとして、従来特別の施策もなしにそのままに放置されていたのであるが、実際にはその生
活状態は死別母子世帯と全然変わりなく、夫なり父の扶養の義務もじゆうぶん履行されない場合が
多く、これに対してなんらかの手を打つことが各方面から要望されていた。第三八回国会に提出さ
れた児童扶養手当法案は、会期末の混乱のため一旦流れたが、第三九回国会で成立の運びとなり、
三七年一月からその支給を開始することとなつた。児童扶養手当は、父母が離婚したために父と生
計を異にしている児童、父が死亡した児童、父が廃疾である児童などの義務教育終了前の児童を監
護している母、または母に代つて児童を養育している者に対して支給される。ただし、他の公的年
金を受けていたり、一定以上の所得がある場合には支給されない。手当の額は、児童一人の場合は
月八〇〇円、二人の場合は四〇〇円が、三人以上の場合は一人につき二〇〇円ずつがこれに加算さ
れる。 

母子福祉貸付金は、母子世帯の経済的自立を助長し、生活意欲の向上を図るために設けられた制度
で、三五年度の貸付状況を資金別にみたものが、第四-二四表である。母子相談員は、各福祉事務所
におかれ、母子世帯の一般身上相談に応ずることとなつている。三五年七月現在で全国に八九五人
の母子相談員がいる。母子福祉事業の中枢機関である母子福祉センターについては、三六年度も前
年度に引き続き四か所が設置されるために計上された。母子寮の施設数および収容人員は第四-二五
表のとおりで、ここ数年間は横ばい状態を続けているが、一方、第二種公営住宅の中に母子世帯の
わくが認められるようになり、三五年度末でおよそ二、二〇〇戸が建てられ、三六年度には新たに
一万五、〇〇〇戸余りが建てられる予定になつている。 

第4-24表 35年度母子福祉貸付金申し込みおよび貸付決定状況調
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第4-25表 母子寮の年次別施設数および収容人員
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第二部  各論
第四章  児童福祉と母子福祉
第六節  児童手当制度の検討の開始

この一年間における児童福祉の面での大きな出来事の一つに児童手当制度の創設に関する論議が具体化
したことがある。

わが国では、昭和二二年に社会保険制度調査会が答申した「社会保障制度要綱」の中で、はじめて児童
手当金制度の実施が主張されたが、戦後そうそうのことでもあり、現実的な問題としては意識されず、
その後長らくこの問題に関する論議はとだえていた。ところが、最近になつて(三五年八月)中央児童福祉
審議会から出された「児童福祉行政の刷新強化に関する意見」の中で児童手当の問題にふれたのを契機
として、各方面で急速にこれに対する関心が高まつてきた。国民所得倍増計画においても「年功序列型
賃金制度の是正を促進し、これによつて労働生産性を高めるためには、すべての世帯に一律に児童手当
を支給する制度の確立を検討する必要があろう」とし、本年八月に内閣総理大臣あてに出された雇用審
議会の「産業構造の変化、労働市場の特性等に伴う雇用失業対策に関する意見」の中でも中高年齢離職
者対策とからんで「中高年齢層の再就職をはばむ大きな原因が賃金の問題にあることにかんがみ、扶養
家族の多いことが再就職の機会をせばめたりすることのないように、いわば家族手当制度ともいうべき
ものの早急なる実施について検討を行なうこと」と指摘している。

児童手当制度は、このようにわが国の社会保障の新生面であり、賃金制度、財政、家族関係などに及ぼ
す影響も非常に大きいと考えられるので、今後相当の年月をかけて検討すべき問題である。厚生省で
は、三六年二月に中央児童福祉審議会に児童手当部会を設け、学識経験者によるこの問題に対する検討
をはじめた。これまでのところでは、児童手当制度をめぐる基本的な問題について、今後の議論のとり
進め方、基礎調査の方法について意見の交換が行なわれている。
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